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採
用
試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

採
用
試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

国
税
専
門
官

大
卒
程
度

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
知
識
を
備
え
て
い
る
こ

国
税
専
門
官

大
卒
程
度

一

税
務
に
関
す
る
分
野
に
お
け
る
知
識
及
び
そ
の
関

採
用
試
験

の
者

と
。

採
用
試
験

の
者

連
分
野
に
お
け
る
知
識
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

税
務
に
関
す
る
分
野
に
お
け
る
知
識
及
び
そ
の

（
新
設
）

関
連
分
野
に
お
け
る
知
識

ロ

イ
に
掲
げ
る
知
識
及
び
情
報
処
理
に
関
し
て
必

（
新
設
）

要
な
知
識

二

課
題
を
解
決
で
き
る
論
理
的
な
思
考
力
、
判
断
力

二

課
題
を
解
決
で
き
る
論
理
的
な
思
考
力
、
判
断
力

及
び
表
現
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

及
び
表
現
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三

採
用
後
の
研
修
又
は
職
務
経
験
を
通
じ
て
第
一
号

三

採
用
後
の
研
修
又
は
職
務
経
験
を
通
じ
て
第
一
号

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
知
識
並
び
に
前
号
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
知
識
並
び
に
前
号
に
規
定
す
る
論
理
的

論
理
的
な
思
考
力
、
判
断
力
及
び
表
現
力
の
向
上
が

な
思
考
力
、
判
断
力
及
び
表
現
力
の
向
上
が
見
込
ま

見
込
ま
れ
る
こ
と
。

れ
る
こ
と
。

四

職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
身
体
の

四

職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
身
体
の

状
況
に
あ
る
こ
と
。

状
況
に
あ
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
採
用
試
験
の
種

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
採
用
試
験
の
種
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類
の
全
て
を
通
じ
て
備
え
て
い
る
べ
き
知
識
、
能
力

類
の
全
て
を
通
じ
て
備
え
て
い
る
べ
き
知
識
、
能
力

等
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

等
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
略
）

（
同
上
）


